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委員会報告

本会議での討論
　
改
正
法
の
個
人
情
報
保
護
の
規

定
が
不
十
分
。
本
人
の
同
意
を
得

ず
、
デ
ー
タ
を
外
部
提
供
で
き
る

オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
化
（
匿
名
加
工

制
度
）
を
地
方
自
治
体
に
義
務
化

し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
結
合
（
情
報
連

携
）
の
禁
止
は
認
め
な
い
法
で
あ

り
、
人
権
守
る
規
制
条
例
が
必
要

だ
。

　

国
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
、

各
自
治
体
で
条
例
を
制
定
す
る
こ

と
は
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
現
行

条
例
の
規
定
が
変
わ
る
も
の
で
は

な
く
、
こ
れ
ま
で
同
様
、
個
人
情

報
は
適
切
に
取
扱
わ
れ
る
。

福
井 

節
子 

議
員

山
下　

 

巧 

議
員

反
対

議
第
116
号　
高
島
市
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
案

賛
成

各
委
員
会
で
は
、
本
会
議
に
お
い
て
付
託
さ
れ
た
議
案
の
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

総　務
常任委員会

委員長 澤本 長俊

　

市
の
機
関
に
か
か
る
申
請
、
届
出
、

そ
の
他
の
手
続
き
に
つ
い
て
、
情
報
通

信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
条
例
を
制
定
す

る
も
の
。

　
デ
ジ
タ
ル
化
が
優
先
さ
れ
窓
口
業
務

が
縮
小
さ
れ
て
い
く
懸
念
は
な
い
か
。

　
デ
ジ
タ
ル
に
よ
る
手
続
き
を
選
択
肢

の
１
つ
と
し
て
設
け
る
こ
と
で
、
市
民

の
皆
様
の
利
便
性
の
向
上
が
図
れ
る
と

考
え
て
い
ま
す
。

採
決
の
結
果

　
「
賛
成
多
数
」
で
可
決
す
べ
き
も
の

と
決
定
し
ま
し
た
。

　
こ
の
ほ
か
、
議
第
112
号
か
ら
議
第
116

号
ま
で
の
５
議
案
に
つ
い
て
も
「
可
決

す
べ
き
も
の
」
と
決
定
し
ま
し
た
。

議
第
117
号　
高
島
市
情
報
通
信
技

術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に
関

す
る
条
例
案

開
催
日  

12
月
13
日
㈫

問答

　
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
地

方
公
共
団
体
の
個
人
情
報
保
護

制
度
が
「
個
人
情
報
の
保
護
に

関
す
る
法
律
」
に
統
合
さ
れ
る

こ
と
か
ら
「
高
島
市
個
人
情
報

保
護
条
例
」
を
廃
止
し
、
新
た

に
「
高
島
市
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
」
を

制
定
す
る
も
の
。

予　算
常任委員会

委員長 髙木 広和

　
原
油
価
格
・
物
価
高
騰
に
直
面
す
る

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
の
光
熱
水

費
・
燃
料
費
、
農
業
経
営
者
の
肥
料
購

入
費
の
支
援
に
係
る
経
費
や
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
感
染
拡
大
防
止

対
策
と
し
て
、
市
内
の
検
査
体
制
を
強

化
す
る
た
め
の
検
査
キ
ッ
ト
購
入
費
な

ど
を
計
上
。

採
決
の
結
果

　
予
算
常
任
委
員
会
が
付
託
を
受
け
た

９
議
案
は
、
い
ず
れ
も
「
可
決
す
べ
き

も
の
」
と
決
定
し
ま
し
た
。

　
議
第
124
号　
令
和
４
年
度
高
島
市
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第
９
号
）
に
つ
い

て
、
新
ご
み
処
理
施
設
建
設
用
地
不
動

産
鑑
定
評
価
書
作
成
業
務
が
計
上
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
あ
た
り
、議
員
（
２
名
）

よ
り
左
記
の
附
帯
決
議
案
が
提
出
さ

れ
、
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

新
ご
み
処
理
施
設
の
建
設
に
つ
い

て
、
建
設
候
補
地
お
よ
び
周
辺
地
域
の

住
民
や
関
係
者
の
方
々
か
ら
の
理
解
が

得
ら
れ
る
よ
う
、
十
分
に
合
意
形
成
を

図
る
こ
と
。

※
附
帯
決
議
と
は
・
・
・
議
会
の
議
決

に
当
た
っ
て
付
け
加
え
ら
れ
る
議
会
と

し
て
の
意
見
ま
た
は
要
望
な
ど
、
議
会

の
意
思
を
表
す
も
の
。

補
正
予
算
の
主
な
歳
出

附
帯
決
議

開
催
日  

12
月
19
日
㈪

議
第
124
号　
令
和
４
年
度
高
島
市

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
９
号
）

に
対
す
る
附
帯
決
議


